
＜裏面有り＞ 

保護者の皆様へ 

令和５年 10 月  

 宇土市教育委員会  

令和６年４月から学校給食費の取扱いを、園・学校ごとに徴収・管理する「私会計」から、市で徴収・

管理する「公会計」に移行します。これに伴い、学校給食費の支払い先が、「園・学校」から「宇土市」

に変更になります。 

学校給食費の公会計化に伴い、保護者の皆様には、学校給食の申込みについて確認する「学校給食申

込書」、学校給食費を口座振替するための「口座振替依頼書」の提出が必要となります。 

👍 

スマートフォンやパソコンから手続きが可能です。

電子申請された場合は、紙による申込書の提出は不要で

す。 

URL 

https://ttzk.graffer.jp/city-uto/smart-apply/apply-procedure-alias/kyusyoku-01 

記入例を参考にご記入いただき、在学の園・学校に提出してください。 

学校給食費は原則、口座振替による納付となります。記入例を参考にご記入いただき、下記の取扱金融

機関に提出をお願いします。学校徴収金（教材費、校外学習費等）の振替口座を引き続き利用する場合で

も、口座振替依頼書の提出は必要です。 



＜お支払い例＞小学生 年間給食実施回数 192 回の場合 

年間納付額 第１期（６月）～第 9 期（2 月） 第 10 期（３月）調整額 

260 円×192 回＝49,920 円  5,000 円×9 期＝45,000 円 4,920 円 

・食物アレルギー等により牛乳等を停止した場合は、納付金額を減額します。 

Ａ１ 払い忘れの防止や、納期毎に金融機関の窓口やコンビニエンスストアでお支払いいただく手間を省

くため、口座振替でお支払いをお願いします。 

Ａ２ 再振替はありません。市から納付書を送付しますので、納付書に書かれてある期限内までに、口座

振替取扱金融機関の窓口か市役所の収納窓口（市役所会計課、網津支所、網田支所）、コンビニエンス

ストアでお支払いをお願いします。なお、園・学校では、学校給食費のお預かりできませんので、園・

学校には持参しないようにしてください。 

Ａ３ 提出不要です。ただし、転校がとりやめとなった際は、速やかに学校給食申込書と口座振替依頼書

を提出してください。 

Ａ４ 年間学校給食実施回数で算定した学校給食費から第９期（２月末日）までにお支払いいただいた学

校給食費を差し引いて学校給食費を調整することです。 

年度当初に、年間行事予定をもとに予測して年間学校給食実施予定回数を算出しますが、実際に行

われる行事等で、給食の実施回数は変更になりますので、調整が必要になります。 

Ａ５ 急な発熱やけがなどで学校を休む場合は、調整の対象になりません。これは、事前に行う食材の発

注に対応ができないためです。ご理解をお願いします。 

   なお、病気などにより、長期に給食を停止する場合、「宇土市学校給食費（変更・停止・再開）届」

の届出が必要です。学校給食費は、届出日から起算して２日後（土日、祝日を除く）から提供停止と

なり、連続して５日以上欠食した場合、調整の対象になります。 

Ａ６ 学校給食の提供を受けるために、学校給食申込書の提出が必要です。口座振替依頼書は、生活保護

の支援が終了した場合、速やかに口座振替依頼書の提出をお願いします。 

 

＜学校給食費の公会計化について、詳しくは、宇土市ホームページをご確認ください。＞ 

＜お問合せ先＞ 

宇土市教育委員会 学校給食センター  

TEL 0964-22-0143 FAX 0964-22-0173 


